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  歌舞伎町シネシティ広場 

      新宿区歌舞伎町 1丁目１９番先  



シネシティ広場運営基準 

 

平成２０年９月５日 

２０新区特特第１６５号 

区 長 室 長 決 定 

 

（目的） 

第１条 この基準は、歌舞伎町ルネッサンス事業の推進の一環として、新宿区歌舞伎町シ

ネシティ広場（以下「広場」という。）の利用について必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（方針） 

第２条 歌舞伎町再生に向けて、シネシティ広場から新たな文化の創造と発信を行うため、

以下の各号に基づき広場を利用する。 

 (1) 歌舞伎町ルネッサンスへの寄与 

    歌舞伎町ルネッサンスの趣旨である、映画・演劇・映像・演芸・音楽・ファッシ

ョン・アート・スポーツ・観光・多文化共生など大衆文化及び娯楽の企画・制作・

消費の拠点づくりに寄与するものであること。 

 (2) 賑わいの場の創出及び安全・安心空間の確保 

    賑わいや交流の場を創出し、また、広場の不法占拠防止等による安全・安心な公

共空間の確保を図るものであること。 

 (3) 地域活動への寄与 

    歌舞伎町ルネッサンスや地域情報等の発信拠点とするための社会実験として、広

告及び販売促進のためのイベントへの有料貸出を行い、その収益を地域活動のため

に還元するものであること。 

 (4) 法令遵守  

    広場の利用は、本基準及び各種法令に従うものであること。 

 

（利用条件） 

第３条 広場のイベント及び広告可能なスペースは、別紙シネシティ広場利用図及びシネ

シティ広告掲載スペース図に定める場所とする。なお、広告の掲出にあたり、詳細につ

いては歌舞伎町タウン・マネージメントと協議すること。 

２ 利用できる期間は原則として３０日以内とする。 

３ 広場の利用できる時間は原則として、８時から２２時までとし、設営及び撤去時間を

含むものとする。なお、必要に応じ、歌舞伎町タウン・マネージメントと協議の上、利

用時間を延長することができる。 

 

 



（広場の利用） 

第４条 広場の利用は「シネシティ広場における道路占用等に関するガイドライン」（平成

20 年 8 月 29 日付、20み土管占第 546 号みどり土木部長決定）に定める基準に適応し、

第２条各号の規定に即したものとする。また、それぞれの内容については、次の各号

に定めるものとする。 

 (1) イベント 

  下記の項目のいずれかに該当するもの。 

  ア 大衆文化・娯楽の振興や文化創造産業の振興に向けて発信するために行うもの。 

  イ 区民や来街者など多くの人が楽しめる催事等であること。 

  ウ 区民や来街者などの安全・安心を確保・推進するために行うもの。 

  エ 第２条第３号に規定する販売促進イベントであること。 

  オ その他上記に類しかつ第５条各号に規定する以外のもので特に利用を認められ

るもの。 

(2) 物販 

下記の項目に該当するもの。 

 ア 地域振興、国際交流及びチャリティー等を目的とした販売であり、第５条各号

に規定する以外のもの。 

 (3) 案内及び協賛広告 

  下記の項目に該当するもの。 

  ア 第１号に規定するイベントの開催にともない掲出する案内及び協賛広告。 

   なお、シネシティ広場の利用状況により、利用開始日の最大７日前より案内及び

協賛広告を掲出することができる。 

 

（利用制限） 

第５条 以下の各号に該当する場合は、広場の利用を禁止する。 

(1) 公の秩序又は善良なる風俗を害する恐れがあるもの。 

(2) 特定の政治団体及び宗教団体等の利益となるもの。 

(3) 集団的・常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になるもの。 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）第２

条に定める営業及びこれに類するもの。 

(5) 公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等に関連するもの。 

(6) 署名、勧誘、キャッチセールス等の行為があると認められるもの。 

(7) シネシティ広場を損傷する恐れがあると認められるもの。 

(8) シネシティ広場の管理運営上支障があると認められるもの。 

（9）異常な騒音、臭気などの発生が予測されるもの。 

(10) その他利用を制限することが必要であると認められるもの。 

 

 



（利用の申込等） 

第６条 広場の利用を希望するもの（以下「利用者」という）は、あらかじめ歌舞伎町

タウン・マネージメントの代表（以下「代表」という）と次の各号の内容等について

協議し、指定する期日までに、シネシティ広場利用申請書（様式１）を代表に提出す

るとともに、別紙「シネシティ広場利用に係る申請一覧」に記載する必要申請届出書

類を関係機関にそれぞれ提出しなければならない。 

(1) イベント名・イベントの趣旨・概要 

(2) 広場の利用形態 

(3) イベントの実施体制 

(4) スケジュール 

(5) 安全対策 

(6) その他イベントに際し必要と認められるもの 

２ 前項の申請届出にかかる費用は利用者が負担する。 

 ３ 申込は先着順とする。 

 

（広告料金及び設備使用料） 

第７条 代表は、第４条第１号のエに規定するイベントを開催する利用者から、社会実

験に係る広告料、１日当たり平日２５万円・土日祝日３０万円を徴収する。 

２ 代表は前項の利用者が電気又は水道を利用するときは、別途設備使用料として１日

当たり１万円を徴収する。 

３ 第１項及び前項の利用者は、広告料金及び設備使用料を第９条に定めるシネシティ

広場における広場利用に関する協定を締結後、速やかに代表に支払わなければならな

い。 

 

（審査） 

第８条 広場利用の申込があったときは、代表は第２条、第４条及び第５条の規定に基

づき、申請内容について審査し、その結果をシネシティ広場利用内容審査結果通知書

（様式２）により利用者に速やかに通知しなければならない。 

  

（利用の承認） 

第９条 代表は、前条に定める審査により、内容が適切であると認められた利用者が必

要な申請等を完了した後、速やかにシネシティ広場利用承認書（様式３－１又は３－

２）を利用者に交付しなければならない。 

  

（協定書） 

 第 10 条 前条により承認を受けた利用者は、シネシティ広場における広場の利用に関す

る協定書を代表と締結しなければならない。 

  



 （内容の変更） 

 第 11 条 利用者は、イベントの内容変更等を行う場合には、事前に代表と協議し、その

承認を得るものとする。 

 

 （利用の取消） 

第 12条 代表は、次の各号のいずれかに該当した場合、広場の使用の承認を取り消すこ 

とができる。 

  (1) 指定する期日までに広告料及び設備使用料の納付がないとき。 

  (2)  シネシティ広場利用申請書に虚偽の記載があったとき。 

(3) 利用内容等が各種法令又はこの基準に違反している、又はそのおそれがあり、代

表の改善の指示に従わなかったとき。 

(4) 利用内容により一般の道路利用者に危険を生じさせている、又はそのおそれがあ

り、代表の改善の指示に従わなかったとき。 

 (5) 承認された場所以外での作業又は利用を行い、代表の改善の指示に従わなかった

とき。 

(6) 音響等により周辺からの苦情が出たとき又はそのおそれがあり、代表の改善の指

示に従わなかったとき。 

 (7) 災害その他不可抗力によって、広場の利用ができなくなったとき、又はそのおそ

れがあるとき。  

   (8) 広場の管理・運営上、やむを得ない事由が生じたとき。  

２ 代表は前項の規定により利用承認を取り消したときには、利用者に対しシネシティ

広場利用承認取消通知（様式４）により通知しなければならない。 

 

（利用の取り下げ） 

  第 13 条 利用者は、自己の都合により広場の利用を取り下げることができる。 

 ２ 前項の規定により広場の利用を取り下げるときは、シネシティ広場利用取下申請書

（様式５）により代表に申し出なければならない。 

 

 （広告料及び施設使用料の返還等） 

 第 14 条 代表が第 12 条第 1 項第２号から第８号の規定により広場の利用承認を取り消

した場合及び利用者が第 13 条第１項の規定により広場の利用を取り下げた場合、納入

された広告料及び施設使用料の返還等については、別表１のとおりとする。 

 

（資機材等の設置撤去及び原状回復） 

 第 15 条 イベントに関する資機材等の調達、設置及び撤去等に係る作業は利用者の責任

において実施するものとする。 

 ２ 利用者は前項の資機材等を撤去したときは、原状回復するとともに、清掃し、ゴミ

等は全て持ち帰らなければならない。 



 （損害の補償） 

第 16条 利用者は、イベントの実施によって、歌舞伎町タウン・マネージメント、新宿

区又は第三者に損害を与えたときは、利用者の責任において補償等の適切な措置をし

なければならない。 

 

（利用による広場の毀損等への対応） 

第 17 条 利用者は広場を毀損又は汚損したときは、速やかに復旧しなければならない。 

２ 利用者は広場の毀損又は汚損等を発見したときは、速やかに歌舞伎町タウン・マネ

ージメント及び新宿区に報告しなければならない。 

 ３ 第１項に定める復旧にかかる経費は利用者が負担する。 

 

（利用についての責任） 

第 18条 広場の利用にあたっては、利用者は歌舞伎町タウン・マネージメント及び新宿

区に対して次の各号に定める内容を保障しなければならない。 

 (1) イベント等に関する責任は、利用者が負うものとし、歌舞伎町タウン・マネージ

メント及び新宿区は責任及び負担を負わないこと。 

  (2) イベント等が第三者の権利を侵害するものではないこと及びイベント等に関する

財産権のすべてにつき権利処理が完了していること。 

  (3) 歌舞伎町タウン・マネージメント及び新宿区に対して第三者からイベント等に関

連する損害賠償請求がなされた場合は、利用者の責任及び負担において解決するも

のとし、歌舞伎町タウン・マネージメント及び新宿区は責任及び負担を負わないこ

と。 

 

（その他） 

 第 19 条 利用者は新宿区が実施する、広場の利用に関するアンケート調査等に協力する

こと。 

  ２ 利用者はイベント終了後、速やかにイベント実施結果報告書を代表に提出しなけ

ればならない。 

  ３ この基準に定めるもののほか、広場の利用に関して必要な事項は代表が新宿区と

協議して定めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第 14 条関係） 

 

広告料及び施設使用料返還関係 

 

取消・取下事由 取消・取下日 広告料 施設使用料 

利用日前日まで 全額返還 全額返還 第 12 条第１項第 2

号～第８号 利用日以降 返還しない 返還しない 

利用日前日まで 全額返還 全額返還 第 13 条第 1項 

利用日以降 返還しない 全額返還 
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『シネシティ広場利用案内』 
 

歌舞伎町からの新たな文化の創造と発信、街の賑わいの創出、地域の活性化を目的としてシ

ネシティ広場を活用したイベントスペースのご利用を募集します。 

 

１ 広場利用について 

（１）イベント実施可能な範囲は、別紙シネシティ広場利用図のとおりです。 

（２）イベント実施にともなう案内及び協賛広告の掲出場所は、別紙シネシティ広場広告掲載

スペース図のとおりです。 

 

２ 利用申込について  

（１）受付開始日 

利用申込の受付は、随時行っています。 

※申請手続き等に１か月程度かかりますので、余裕をもってお申込ください。 

 

（２）利用条件 

①利用期間は、原則３０日以内です。利用時間については、原則８時から２２時までの間で、

設営・撤去時間を含みます。 

②利用にあたっては、「シネシティ広場における道路占用等に関するガイドライン」及び「シ

ネシティ広場運営基準」を遵守してください。  

③利用可能なイベントは、映画・演劇・映像・演芸・音楽・ファッション・アート・スポー

ツ・観光・多文化共生など大衆文化及び娯楽の企画・制作・消費の拠点づくりに寄与するも

のです。 

④次の各項に該当する場合は、利用することができません。 

ア 公の秩序又は善良なる風俗を害する恐れがあるもの。 

イ 特定の政治団体及び宗教団体等の利益となるもの。 

ウ 集団的・常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になるもの。 

エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条

に定める営業及びこれに類するもの。 
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オ 公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等に関連するもの。 

カ 署名、勧誘、キャッチセールス等の行為があると認められるもの。 

キ シネシティ広場を損傷する恐れがあると認められるもの。 

ク シネシティ広場の管理運営上支障があると認められるもの。 

ケ 異常な騒音、臭気などの発生が予測されるもの。 

コ その他利用を制限することが必要であると認められるもの。 

 

（３）利用の流れ  

シネシティ広場利用手続きフロー（別紙）を参照してください。  

項  目 内      容   

①事前相談 ①広場の空き状況及び企画内容について、歌舞伎町タウン・マネージメン

トへ確認してください。 

②関係行政機関に対し広場使用に関する相談をしてください。 

②申請書の提出 

（１か月前までに） 

申請書（所定の様式）及び企画書（「シネシティ広場企画書記載事項」を

参考に作成）を歌舞伎町タウン・マネージメント事務局へ提出してくださ

い。 

③内容審査 歌舞伎町タウン・マネージメントで申請内容を審査し、可否を通知します。 

④各種申請届出 「シネシティ広場利用に係る申請一覧」を参考に関係行政機関への申請手

続きを行います。 

⑤利用承認 各種申請手続き終了後、広場の利用を承認します。 

⑥協定の締結 広場の利用協定の締結をします。 

⑦イベントの開

催等 

イベントの準備、開催、終了後の現状回復にあたっては利用条件を遵守し

て下さい。 

⑧実施報告 イベント終了後、実施報告書をご提出ください。 

※広場利用に係る各種申請手数料は利用者の負担になります。  

※利用者は歌舞伎町タウン・マネージメントの許可なくして、シネシティ広場の全部又は

一部を第三者に使用させることはできません。 

 

５ 利用の取り消し及び取り下げ 
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(1)下記の項目に該当する場合は、利用を取り消させていただくことがあります。 

① シネシティ広場利用申請書に虚偽の記載があったとき。 

  ②  利用内容等が各種法令又はこの基準に違反している、又はそのおそれがあり、代表の

改善の指示に従わなかったとき。 

③ 利用内容により一般の道路利用者に危険を生じさせている、又はそのおそれがあり、

代表の改善の指示に従わなかったとき。 

④ 承認された場所以外での作業又は利用を行い、代表の改善の指示に従わなかったとき。 

 ⑤ 音響等により周辺からの苦情が出たとき又はそのおそれがあり、代表の改善の指示に

従わなかったとき。 

⑥ 災害その他不可抗力によって、広場の利用ができなくなったとき、又はそのおそれが

あるとき。 

 ⑦ 広場の管理・運営上、やむを得ない事由が生じたとき。 

    

(2)利用者の都合により、利用期間・内容等を変更される場合や、申請を取り下げる場合は、 

速やかに歌舞伎町タウン・マネージメント事務局まで御連絡ください。 

 

６ 賠償及び免責について  

利用者は、次の各項を遵守してください。  

(1)イベント等に関する機材等の調達、設置及び撤去等に係る作業は利用者の責任において実

施してください。 

(2)イベント等に使用した機材等を撤去したときは、広場を原状回復するとともに、清掃し、

ゴミ等は全てお持ち帰りください。 

(3)イベント等の実施によって、歌舞伎町タウン・マネージメント、新宿区又は第三者に損害

を与えたときは、利用者の責任において補償等の適切な措置をお願いします。 

(4)利用中に広場を毀損又は汚損したときは、速やかに復旧の措置をお願いします。 

(5)利用者は広場の毀損又は汚損等を発見したときは、速やかに歌舞伎町タウン・マネージメ

ント及び新宿区みどり土木部道路課工事調整係に報告してください。 

(6)イベント等に関する責任は、利用者が負ってください。なお、歌舞伎町タウン・マネージ 

メント及び新宿区は、イベント等に対して責任及び負担は負いません。 

(7)イベント等が第三者の権利を侵害するものではないこと及びイベント等に関する財産権 
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のすべてにつき権利処理が完了していることを保障してください。 

(8)歌舞伎町タウン・マネージメント及び新宿区に対して第三者からイベント等に関連する損 

害賠償請求がなされた場合は、利用者の責任及び負担において解決してください。なお歌舞 

伎町タウン・マネージメント及び新宿区は責任及び負担を負いません。 

(9)５項（１）の（利用の取り消し）により、利用者に損害が生じた場合、歌舞伎町タウン・

マネージメント及び新宿区は、その責任を負いません。

 

問合・連絡先 
 

※広場利用一般について 

〒160-0022               

新宿区新宿５丁目１８番２１号       

歌舞伎町タウン・マネージメント事務局   

   ＴＥＬ ０３－３２０７－４５１６        

ＦＡＸ ０３－３２０７－４５１９     

 Ｅmail info@d-kabukicho.com 

 
 

  
 ※広場の破損等について 

〒161-0033  

新宿区下落合１丁目９番８号 

新宿区みどり土木部道路課西部工事事務所 

ＴＥＬ ０３－３３６４－２４２２ 

ＦＡＸ ０３－５３８９－２２５１  

 

 



利 用 条 件 
１ 利用者は、許可を受けた目的以外に広場を使用しないこと。また、他人に使用させないこと。  

２ 利用者は、許可の内容及び条件等に従って広場を適正に管理し、毀損、汚損等によって広場管理に支

障をきたさないよう十分な措置を講ずること。また、万一広場を損傷したときは、直ちに歌舞伎町タウ

ン・マネージメント事務局及び新宿区みどり土木部道路課西部工事事務所に届け出て、その指示に従う

こと。 

３ 利用者が、利用又は利用に関する工事に起因して広場管理者又は第三者に損害を与えたときは、 

 利用者の責任において処理を行うこと。 

４ 広場の利用が、広場管理・交通保安・消防活動等の支障となるとき又は許可の内容及び許可条件 

に違反したときは、機材等を利用者の費用で移設又は撤去することを命じることがある。 

５ 交通保安については、新宿警察署長の許可を受けて、その指示に従うこと。 

６ 利用者は、広場利用中及び資材の設営・撤去の際に安全確保に努めるとともに、近隣に対し広場利用

に関する説明をし、十分な理解及び協力を得ておくこと。 

７ １から６までに定めるもののほか、道路法、道路法施行令、道路交通法、東京都火災予防条例、新

宿区道路占用規則その他関係諸規定に従うこと。 

８ 協定書及び歌舞伎町タウン・マネージメント共催名義承認条件の内容を遵守すること。 

９ 広場利用に関する苦情などは、利用者の責任において処理すること。 

１０ 利用期間中は、必要に応じて警備員や清掃員等を適切に配置し、広場の安全確保及び環境美化に努

めること。 

１１ 利用者は、新宿区が実施する広場利用に関するアンケート等の実施について協力すること。 

１２ 広場利用の終了後は、実施報告書を提出すること。 

 

  （連絡先）※広場利用一般について    ※広場毀損・汚損等について 

   歌舞伎町タウン・マネージメント事務局   新宿区みどり土木部道路課西部工事事務所 

   新宿区新宿５丁目１８番２１号       新宿区下落合１丁目９番８号 

   電 話 ０３－３２０７－４５１６     電 話 ０３－３３６４－２４２２ 

Email info@d-kabukicho.com 

 



シネシティ広場利用に係る申請一覧（第６条関係） 

 

申請・届出 必要書類・手続き 申請/届出期日 申請/届出・問合せ先 

□道路占用許可申請 

         〔道路法第32条〕 

申請書にイベント等の企画書・配置図

（警備員・設営物等）・物件構造図（寸

法付き）・案内図を添付。 

実施日の２週間前まで。 新宿区みどり土木部土木管理課道路占用係 

      電話 03-5273-3574（直） 

□道路使用許可申請 

         〔道路交通法第７７条〕 

申請書にイベント等の企画書・配置図

（警備員・設営物等）・案内図を添付。

申請料 2,100 円 

実施日の２週間前まで。 新宿警察署交通課 交通規制係 

      電話 03-3346-0110（代） 

□消防活動上支障のある行為等の届出 

        〔火災予防条例第60条〕 

申請書にイベント等の企画書・配置図

（設営物等）・案内図・連絡体制図を

添付。 

実施日の1ヶ月前 新宿消防署 大久保出張所 

      電話 03-3207-0119（代） 

 

 

申請 必要書類 申請/届出期日 申請/届出・問合せ先 

□建築確認申請  〔建築基準法第６条第１項〕 

□仮設許可申請 〔建築基準法第85条第５項〕 

 

□工作物の申請 〔建築基準法第８８条第1～3項〕 

 

申請理由書・イベント等の企画

書・設計図書一式  

申請手数料は 

６条１項が建築規模により決定 

８５条５項が108,000 円 

88 条が 8,500円 

許可と確認は併願できませんので、十分

余裕を持って申請してください。[概ね、

相談は実施日の 3 ヶ月前 許可申請は

2ヶ月前 確認申請は1ヶ月前] 

新宿区都市計画部建築指導課建築審査係 

      電話 03-5273-3742（直） 

 

 

 原則として、調理をする屋内施設に水道設備が整っていて衛生が保持できなければ許可されません。計画の段階で、保健所に相談することが必要です。 

 （事前相談ののち、実施日の１０日前の申請が必要）   申請/届出・問合せ先 新宿区健康部衛生課 食品監視第一係 電話 03-5273-3833 （直） 

 

 

申請 必要書類 申請/届出期日 申請/届出・問合せ先 

 

□興行場許可申請 [興行場法第２条第1項] 

 

許可申請書、図面一式（周辺見取図、建物配置図、各階平面図、

観覧イス及び喫煙所配置図、電気・換気・給排水設備の配置及

び系統図等）法人申請の場合は登記事項証明書 申請手数料

￥20,700（臨時・仮設の場合は￥13,500） 

相談は、警察署・消防署・建築課と

同時期 

許可申請は、建築課へ申請と同時期 

新宿区健康部衛生課環境衛生第一係 

電話 ５２７３－３８４１（直） 

 

 

必ず必要な申請等  シネシティ広場でイベントを開催する場合には、必ず以下の申請が必要となります。 

仮設建築物・工作物を設置する場合  （例）模型の設置、仮設店舗・ブースの設置 

飲食を伴う場合   （例）オープンカフェ、物産展での飲食販売 

興行に該当する場合 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ又は聞かせる施設 



シネシティ広場企画書記載事項 
  

項  目 記  載  内  容  
1 イベント名  ・イベント名をご記入下さい。  
2 主催者  ・イベントの主催者をご記入下さい。  
3 協賛者 ・また、協賛があれば協賛者もご記入下さい。 
4 開催期間  ・希望される開催日若しくは期間をご記入下さい。  
5 開催時間 ・希望される開催時間をご記入下さい。（設営・撤収時間も含む） 
6 イベント目的・企

画内容  
・イベントの目的やコンセプト等、分かりやすくご記入下さい。  

7 歌舞伎町ルネッサ

ンスへ寄与する事項 
・本イベントスペースの使用に際しては、「歌舞伎町ルネッサンスへ寄

与」することが条件となります。  
・「歌舞伎町ルネッサンスへ寄与」とは、主に下記の内容のことです。 
下記を参考にし、企画されたイベントについてご記入下さい。  
①大衆文化・娯楽の企画・制作・消費の拠点づくりに寄与する。  
②賑わいの場の創出や安全・安心空間の確保をはかる。  

8 実施内容・手順 
・進行  

・イベント内容・手順・進行について、開催時間を含め分かりやすく

ご記入下さい。 
・設営・イベント実施・撤去までのタイムスケジュールを作成して下

さい。   
・特に音源の使用の有無についてはご記入下さい。  
例：演劇等…パフォーマンスの内容、時間等  

展 示…展示物の内容、時間等  
9 集客予定人数  ・期間中に集客する予定の人数をご記入ください。  
10 イベント 
使用機材・仮設物  

・イベントで使用する機材の仕様及び数量、仮設物の構造及び数量に

ついて、一覧表を作成して下さい。また、電気・水道の使用の有無を

ご記入ください。 
11 設営撤去計画・図

面  
・設営・撤去方法について、実施時間・警備体制を含め分かりやすく

ご記入下さい。  
12 配置図 ・図面上にて概略を明記し、詳細な配置等分かる図面を作成して下さ

い。 
13 スタッフ体制  ・スタッフの役割や人数、警備体制等をご記入下さい。 

・また、苦情等があった場合、警察から連絡が入る場合があります。  
この様な内容に即座に対応可能であり、常時現場におられる現場責任

者を各種問い合わせ・トラブル対応者としてご記入下さい。  
・緊急時の連絡体制をご記入下さい。 

 
問合せ先 
 〒１６０－００２２ 新宿区新宿５－１８－２１ 
 歌舞伎町タウン・マネージメント 
 ℡０３－３２０７－４５１６  Email  info@d-kabukicho.com 
 




